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   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この組合は、中空知衛生施設組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町（以下「組合市町」という。） 

 をもって組織する。 

（共同処理する事務） 

第３条 組合が共同で処理する事務は次表左欄に、当該事務の対象となる市町は同表右欄に掲げる 

 とおりとする。 

火葬場施設の設置及び運営に

関する事務 
滝川市、赤平市、新十津川町及び雨竜町 

廃棄物の中間処理（動物以外の

ものに係る焼却処分を除く。）

に関する事務 

滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町及び雨竜町（芦別市にあ

っては、生ごみの中間処理に関する事務に限る。） 

 （事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、滝川市東滝川760番地１に置く。 

 

 

   第２章 組合の議会 

 （議会の組織及び議員の選挙） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、15人とし、組合市町ごとに次 

に掲げる数とする。 

    滝川市    ５人 

芦別市    ２人 

赤平市    ２人 
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    新十津川町  ３人 

    雨竜町    ３人 

２ 組合議員は、組合市町の長及び議会の議員のうちから組合市町の議会において選挙された者を 

 もって充てる。 

３ 次条第２項第１号の規定により、組合市町の長が組合議員でなくなったときは、その属する市 

町の議会の議員のうちから、当該市町の議会で選挙した者をもって組合議員とする。 

（組合議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、組合市町の長又は議会の議員の任期による。 

２ 組合議員が次の各号のいずれかに該当したときは、その職を失う。 

 (１) 組合市町の長である者が、第９条第２項の規定により組合長に選任されたとき。 

 (２) 組合市町の長又は議会の議員でなくなったとき。 

３ 組合市町の議会の議員である組合議員が欠けたときは、その属する市町の議会において直ちに 

補欠の組合議員を選挙しなければならない。 

 （議長及び副議長） 

第７条 組合の議会（以下「組合議会」という。）は、組合議員の中から議長及び副議長各１人を 

 選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 （特別議決） 

第８条 組合議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事 

 件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席しているすべ 

 ての組合議員の過半数でこれを決する。 

 

 

   第３章 執行機関 

 （執行機関の組織及び選任の方法） 

第９条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各１人を置く。 

２ 組合長は、組合議会において組合市町の長の職にある組合議員のうちから選挙する。 

３ 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。 

４ 会計管理者は、組合長が任免する。 

 （組合長及び副組合長の任期） 

第10条 組合長の任期は、組合市町の長の任期による。 

２ 副組合長の任期は、４年とする。ただし、組合市町の副市町長のうちから選任された場合にあ 

っては、その任期による。 

３ 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは副組合長がその職を代理し、副組合長に 

も事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは組合長があらかじめ指定する職員がその職務を 

代理する。 

（職員） 

第11条 組合に職員を置く。 

２ 前項の職員は、組合長が任命する。 

３ 職員の定数は、条例でこれを定める。 
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 （監査委員） 

第12条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各１人 

 を選任する。 

３ 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期によるもの 

 とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とする。 

 

 

   第４章 補則 

 （組合の経費の支弁方法） 

第13条 組合の経費は、組合市町の負担金、使用料、手数料及びその他の収入をもって充てる。 

２ 前項の組合市町の負担金の負担割合は、別表に定めるとおりとする。 

 （その他の事項） 

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。 

 

 

   附 則 

１ この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

２ それぞれのごみ処理施設（別表３の項に掲げる施設をいう。以下同じ。）の稼動後最初に到来 

 する10月１日の属する年度の翌年度までの間、当該それぞれのごみ処理施設の運営に係る費用（ 

 廃棄物の焼却に係る費用を除く。）の負担割合については、別表の規定にかかわらず、滝川市、 

 赤平市、新十津川町及び雨竜町（生ごみ処理施設の運営に係る費用については、芦別市を含む。） 

 において、その費用の10％を均等割により、90％を平成12年度に実施した国勢調査における組合 

 市町の人口に応じた割合によるものとする。 

   附 則（昭和46年４月１日地方第525号指令） 

 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和50年４月１日空振興第95号指令） 

 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和50年９月16日空振興第210号指令） 

 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和59年６月１日空振興第219号指令） 

 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成４年６月23日空振興第339号指令） 

 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成13年11月21日空振興第1483号指令） 

（施行期日） 

１ この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の際現に組合議員、議長、副議長、組合長、助役又は収入役である者について 

 は、この規約の施行の際にこの規約による改正後の中空知衛生施設組合規約（以下「新規約」と 
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 いう。）第５条第２項、第７条第１項若しくは第９条第２項の規定により選挙された者又は新規 

 約第９条第３項の規定により選任された者とみなす。 

   附 則（平成16年４月19日空地政第360号指令） 

 （施行期日） 

１ この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 

 当該各号に定める日から施行する。 

 （１）第３条の表の改正規定（火葬場施設に係る部分に限る。）及び別表２の改正規定並びに 

次項及び附則第３項の規定 平成16年７月１日 

 （２）第３条の表の改正規定（廃棄物の中間処理に係る部分に限る。）、附則第２項改正規定 

並びに別表４の項の改正規定及び同表備考中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第 

２項の次に１項を加える改正規定 平成16年10月１日 

 （経過措置） 

２ 平成16年度分の赤平市に係る火葬場施設の運営に係る費用の負担割合に限り、この規約による 

 改正後の中空知衛生施設組合規約（次項において「新規約」という。）別表２の項の規定の適用 

 については、同表備考第１項中「組合市町」とあるのは、「赤平市葬斎場条例（昭和39年赤平市 

 条例第20号）第２条第１号に規定する赤平市葬斎場」とする。 

３ 平成17年度分の赤平市に係る火葬場施設の運営に係る費用の負担割合に限り、新規約別表２の 

 項の規定の適用については、同表備考第１項中「12月までの組合市町の利用実績」とあるのは、 

 「６月までの赤平市葬斎場条例（昭和39年赤平市条例第20号）第２条第１号に規定する赤平市葬 

 斎場の利用実績と前年７月から12月までの第３条の表に規定する火葬場施設の利用実績を加えた 

 実績」とする。 

   附 則（平成19年１月25日空地政第４２８０号指令） 

 この規約は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、平成22年度以後の年度分の組合市町の負担金について適用し、平成21 

年度分までの組合市町の負担金については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間に係る中空知衛生施設組合が共同処理 

する事務及びこれを組織する市町の負担金の負担割合については、改正後の第３条の表並びに別 

表４の項及び備考の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成24年12月1日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間における中空知衛生施設組合が共同処理す

る事務及びこれを組織する市町の負担金の負担割合については、改正後の第３条の表、附則第２項及

び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表（第13条第２項関係） 

 

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 

  

 

 

備考 

１ 「前年度実績割」とは、前々年度の10月から前年度の９月までの組合市町の利用実績に応じ 

  た割合をいう。 

 ２ 「計画ごみ量割」とは、平成13年度に作成した中・北空知地域ごみ処理広域化中ブロックご 

  み処理施設整備計画において算出された組合市町の計画ごみ量に応じた割合をいう。 

 ３ 「人口割」とは、平成12年度に実施した国勢調査における組合市町の人口に応じた割合をい 

  う。 
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区        分 
負  担  割  合 

市      町 負 担 割 合 

１ 議会費、総務費その他次項及び第３項に 

 掲げるもの以外の費用 

滝川市、芦別市、赤平市、 

新十津川町及び雨竜町 
均等割 

２ 火葬場施設 

 の設置及び運 

 営に係る費用 

（１）火葬場施設の建設に

係 

  る費用 

滝川市       58.3% 

赤平市       21.2% 

新十津川町       14.2% 

雨竜町        6.3% 

（２）火葬場施設の運営に

係 

  る費用 

滝川市、赤平市、新十津川 

町及び雨竜町 

前年度実績割 

３ 廃棄物の中 

 間処理に係る 

 費用 

（１）生ごみ処理施設の建

設 

  に係る費用 

滝川市、芦別市、赤平市、 

新十津川町及び雨竜町 

 

均等割 10.0% 

計画ごみ量割 90.0% 

（２）中継施設及びリサイ

ク 

ル施設の建設に係る費用 

滝川市、赤平市、新十津川

町及び雨竜町 

 

均等割 10.0% 

計画ごみ量割 90.0% 

（３）動物用小型焼却施設

の 

  設置に係る費用 

滝川市、赤平市、新十津川

町及び雨竜町 

 

均等割 10.0% 

人口割 90.0% 

（４）生ごみ処理施設の運

営 

  に係る費用 

滝川市、芦別市、赤平市、 

新十津川町及び雨竜町 

 

均等割 10.0% 

前年度実績割 90.0% 

（５）中継施設及びリサイ

ク 

ル施設の運営に係る費用 

（次号に掲げる費用を除 

く。） 

滝川市、赤平市、新十津川

町及び雨竜町 

 

均等割 10.0% 

前年度実績割 90.0% 

（６）動物用小型焼却施設

の 

  運営に係る費用 

滝川市、赤平市、新十津川

町及び雨竜町 

 

均等割 10.0% 

前年度実績割 90.0% 


